
（仮称）新・にいがた住まい環境基本計画（新潟市住生活基本計画）の策定について 
 

９月１日 

１月下旬 

７月下旬 

３月上旬 

３月下旬 

１０月上旬 

１１月下旬 

１２月中 

１月下旬 

１．新計画策定の背景 

・現計画の計画期間の終了 

平成２６年度に策定された現在の「にいがた住まい環境基本計画（新潟市住生活基本計画※）」は、計

画期間が令和４年度で終了するため、新たな計画を策定する必要がある。 

※住生活基本計画：住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画 

・次期新潟市総合計画の策定 

上位計画である「次期新潟市総合計画」が令和４年度に策定されることを受け、次期総合計画と整合

を図った住宅施策を進める必要がある。 

・社会情勢等の変化 

現計画の策定以降、住宅政策を取り巻く社会情勢の変化を受け、国・県で新たな「住生活基本計画」

が策定されるなど、これらを踏まえた新たな計画を策定する必要がある。 

 

２．新計画策定の目的 

住宅政策を取り巻く社会情勢の変化や関連計画等の動向をふまえ、平成２６年度に策定した現在の「に

いがた住まい環境基本計画」を見直し、本市の住宅政策の新たな指針となる計画を策定する。 

 

３．計画策定の基本的な考え方 

①現在の計画の検証、国等の施策の動向及び社会情勢の変化を踏まえ、新潟市の住宅施策を定める。 

②市政運営の基本計画である新潟市総合計画に掲げるまちづくりの理念・目指す都市像を実現するため、

住生活分野における目標及び施策等を定める。 

③住生活基本法に基づく国の「住生活基本計画」及び県の住生活基本計画である「新潟県住生活マスター

プラン」に即した内容としつつ、新潟市独自の視点を取り入れた計画とする。 

④基本理念、目標、施策、指標の関連を明示し、検証可能な指標の設定により計画の評価がしやすく、市

民にとってもわかりやすい計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．スケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）新・にいがた住まい環境基本計画決定及び公表 

第１回 にいがた住まい環境基本計画推進有識者会議 

・計画策定の基本的な考え方について 

  ・策定スケジュールについて 

第２回 にいがた住まい環境基本計画推進有識者会議 

・国・県・市の関連計画について 

・住生活の現状と課題について 

  ・課題解決に向けた基本的な施策の方向性について 

第２回 にいがた住まい環境基本計画推進有識者会議 

・基本理念・目標について 

・基本的な施策・重点テーマについて 

第４回 にいがた住まい環境基本計画推進有識者会議 

  ・パブリックコメントを踏まえた計画（案）について 

計画素案の公表，パブリックコメントの実施 

 

令和４年度 

第３回 にいがた住まい環境基本計画推進有識者会議 

  ・評価指標・計画実現に向けた推進方策について 

  ・パブリックコメント案について 

 

令和３年度 

第１回 にいがた住まい環境基本計画推進有識者会議 

・計画策定の進め方について 

・基本的な施策の方向性について 

・計画の構成について 

第５回 にいがた住まい環境基本計画推進有識者会議 

  ・計画、評価指標の確定 

住生活基本計画（国） 

（R3～R12） 

③ 即す 

（仮称）新・にいがた住まい環境基本計画 

（R5～） 

 

 

現計画 

（H27～R4） 

新潟県住生活マスタープラン 

（R4～R12） 

新潟市総合計画 

（R5～） 

基本理念

目標 
施策 

指標 

・国等施策の動向 

・社会情勢の変化 

③ 即す 

② 整合を図る 

② 目指す都市像の実現 

④ 関連 

④ 関連 

市民・事業者等

と連携 

① 検証、反映 

① 踏まえる 
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